
■ 羽田地区不法係留船に対する行政代執行について（第Ⅱ期） 

  

 多摩川下流の羽田地区において、河川法による許可を得ていない係留施

設および工作物等ならびに船舶のうち、河川法による撤去命令に従わなか

ったものについて、行政代執行による強制撤去を実施しました。 

 併せて、所有者不明船舶、工作物等についても河川法により、撤去を行い

ました。（簡易代執行） 

 

  ● 行政代執行、簡易代執行により排除した対象物件数
 

  

■ 羽田地区 

  (1) 船     舶  ・・・ 15 艇 （不法行為者の自主的な撤去 25 艇）

  
(2) その他（工作物

等） 
・・・ 15 基 （不法行為者の自主的な撤去 13 基）

■ 大師河原・殿町地区 

  (1) 船     舶  ・・・ 7 艇 （不法行為者の自主的な撤去 7 艇） 

  
(2) その他（工作物

等） 
・・・

1（7）基 （不法行為者の自主的な撤去 3

基） 

※ （ ）は物件の詳細な調査の結果、塵芥処理とした数 
 

 

  ● 実施日数 
 

  延べ 13 日間 （平成 21 年 5 月 13 日（水）から 6 月 15 日（月）まで） 
 

 

  ● 従事人数 
 

  延べ 916 名 
 

 

  ● 行政代執行の実施報告
 



 



（ ）多摩川 不法係留船等の撤去について 行政代執行

京浜河川事務所は、大田区羽田地先の多摩川の無秩序な係留を

是正するため、不法係留船舶・桟橋等の撤去を行政代執行法に基

づき、平成２１年５月１３日(水)１０時２５分に「行政代執行宣

言」を行い、１０時３０分作業に着手しました。

平成２１年５月１３日(水)の作業状況は、次のとおりです。

●代執行開始 １０：３０

作業終了 １６：２５

●作業概要 ・簡易代執行対象物件の撤去・保管場所への移動

・塵芥処理

●代執行実施状況一覧

【行政代執行・簡易代執行】

表 代執行実施状況一覧

対象物件名 昨日までの実績 累 積 総 数 残 数本日の実績

船 舶 0（23)／４０ ３(24)／４０ １３／４０３(1）／４０

0 (10)／２８ ３(10)／２８ １２／２８その他(工作物等) ３(0) ／２８

注）分母は4月2日時点における撤去対象物件数を示す。

カッコ内は自主撤去数（内数）

● ９６名 （京浜河川事務所等４１名、請負業者５５名）従事人数

【その他の関係者】

東京都職員３名 大田区職員４名 川崎市職員３名

東京海上保安部４名 蒲田警察署２名

●今後の作業予定

5月14日(木)以降

行政及び簡易代執行対象物件の撤去・保管場所への移動

塵芥処理



代執行宣言の状況 船舶の撤去状況（水上）

船舶の撤去状況（陸上） 工作物（物置）の撤去状況

５月１３日（水）の作業状況



（ ）多摩川 不法係留船等の撤去について 行政代執行

京浜河川事務所は、大田区羽田地先の多摩川の無秩序な係留を

是正するため、平成２１年５月１３日(水)から不法係留船舶・桟

橋等の撤去の行政代執行を行っています。

平成２１年５月１４日(木)の作業状況は、次のとおりです。

●代執行開始 １０：００

作業終了 １５：１５（強風のため作業を中断）

●作業概要 ・簡易代執行対象物件の撤去・保管場所への移動

・簡易代執行対象船舶の油抜き

・塵芥処理

●代執行実施状況一覧

【行政代執行・簡易代執行】

表 代執行実施状況一覧

対象物件名 昨日までの実績 累 積 総 数 残 数本日の実績

船 舶 ３（24)／４０ ６(23)／４０ １１／４０３(△1）／４０

３ (10)／２８ ５(14)／２８ ９／２８その他(工作物等) ２(4) ／２８

注 ・分母は4月2日時点における撤去対象物件数を示す。）

カッコ内は自主撤去数（内数）・

・カッコ内の（△1）は自主撤去と思われた物件が河川区域内の別の場所で発見さ

れたため、実績から差し引いた。

● ８５名 （京浜河川事務所等３４名、請負業者５１名）従事人数

【その他の関係者】

大田区職員２名 東京海上保安部２名 蒲田警察署２名

●今後の作業予定

5月15日(金)以降

行政及び簡易代執行対象物件の撤去・保管場所への移動

塵芥処理



作業実施前現地確認（陸上及び水上） 桟橋の撤去状況（水上）

工作物（物置）の撤去状況 船舶の確認作業（陸上）

５月１４日（木）の作業状況



（ ）多摩川 不法係留船等の撤去について 行政代執行

京浜河川事務所は、大田区羽田地先の多摩川の無秩序な係留を

是正するため、平成２１年５月１３日(水)から不法係留船舶・桟

橋等の撤去の行政代執行を行っています。

平成２１年５月１５日(金)の作業状況は、次のとおりです。

●代執行開始 １０：００

作業終了 １６：３０

●作業概要 ・簡易代執行対象物件の撤去・保管場所への移動

・塵芥処理

●代執行実施状況一覧

【行政代執行・簡易代執行】

表 代執行実施状況一覧

対象物件名 昨日までの実績 累 積 総 数 残 数本日の実績

船 舶 ６（23)／４０ ９(23)／４０ ８／４０３(0）／４０

５ (14)／２８ ５(14)／２８ ９／２８その他(工作物等) ０(0) ／２８

注 ・分母は4月2日時点における撤去対象物件数を示す。）

カッコ内は自主撤去数（内数）・

● ７５名 （京浜河川事務所等３３名、請負業者４２名）従事人数

【その他の関係者】

大田区職員２名

●今後の作業予定

5月18日(月)以降

行政及び簡易代執行対象物件の撤去・保管場所への移動

塵芥処理



船舶の撤去作業（陸上） 船舶の撤去作業（陸上）

工作物（桟橋）の撤去状況 工作物の撤去状況（陸上）

５月１5日（金）の作業状況



（ ）多摩川 不法係留船等の撤去について 行政代執行

京浜河川事務所は、大田区羽田地先の多摩川の無秩序な係留を

是正するため、平成２１年５月１３日(水)から不法係留船舶・桟

橋等の撤去の行政代執行を行っています。

平成２１年５月１８日(月)の作業状況は、次のとおりです。

●代執行開始 １０：０５

作業終了 １６：４５

●作業概要 ・行政・簡易代執行対象物件の撤去・保管場所への移動

●代執行実施状況一覧

【行政代執行・簡易代執行】

表 代執行実施状況一覧

対象物件名 昨日までの実績 累 積 総 数 残 数本日の実績

船 舶 ９（23)／４０ 11(23)／４０ ６／４０２(0）／４０

５ (14)／２８ ６(13)／２８ ９／２８その他(工作物等) １(△1) ／２８

注 ・分母は4月2日時点における撤去対象物件数を示す。）

・カッコ内は自主撤去数（内数）

・カッコ内の（△1）は自主撤去と思われた物件が河川区域内の別の場所で発見さ

れたため、実績から差し引いた。

● ７９名 （京浜河川事務所等３１名、請負業者４８名）従事人数

【その他の関係者】

東京海上保安部２名

●今後の作業予定

5月19日(火)以降

行政及び簡易代執行対象物件の撤去・保管場所への移動

塵芥処理



船舶の撤去作業（水上） 船舶の撤去作業（水上）

工作物（桟橋）の撤去状況 工作物（桟橋）の撤去状況

５月１8日（月）の作業状況



（ ）多摩川 不法係留船等の撤去について 行政代執行

京浜河川事務所は、大田区羽田地先の多摩川の無秩序な係留を

是正するため、平成２１年５月１３日(水)から不法係留船舶・桟

橋等の撤去の行政代執行を行っています。

平成２１年５月１９日(火)の作業状況は、次のとおりです。

●代執行開始 １０：００

作業終了 １６：３２

●作業概要 行政及び簡易代執行対象物件の撤去・保管場所への移動

●代執行実施状況一覧

【行政代執行・簡易代執行】

表 代執行実施状況一覧

対象物件名 昨日までの実績 累 積 総 数 残 数本日の実績

船 舶 11（23)／４０ 12(23)／４０ ５／４０１(０）／４０

６ (13)／２８ 12(13)／２８ ３／２８その他(工作物等) ６(０) ／２８

注 ・分母は4月2日時点における撤去対象物件数を示す。）

・カッコ内は自主撤去数（内数）

● ８７名 （京浜河川事務所等３７名、請負業者５０名）従事人数

【その他の関係者】

東京海上保安部 ５名

蒲田警察署 ４名

●今後の作業予定

5月20日(水)以降

行政及び簡易代執行対象物件の撤去・保管場所への移動

塵芥処理



工作物の撤去状況（陸上） 工作物の撤去状況（陸上）

工作物（桟橋）の撤去状況 工作物（桟橋）の撤去状況

５月１９日（火）の作業状況



（ ）多摩川 不法係留船等の撤去について 行政代執行

京浜河川事務所は、大田区羽田地先の多摩川の無秩序な係留を

是正するため、平成２１年５月１３日(水)から不法係留船舶・桟

橋等の撤去の行政代執行を行っています。

平成２１年５月２０日(水)の作業状況は、次のとおりです。

●代執行開始 １０：００

作業終了 １６：３０

●作業概要 行政及び簡易代執行対象物件の撤去・保管場所への移動

塵芥処理

●代執行実施状況一覧

【行政代執行・簡易代執行】

表 代執行実施状況一覧

対象物件名 昨日までの実績 累 積 総 数 残 数本日の実績

船 舶 12（23)／４０ 12(23)／４０ ５／４００(０）／４０

12 (13)／２８ 14(13)／２８ １／２８その他(工作物等) ２(０) ／２８

注 ・分母は4月2日時点における撤去対象物件数を示す。）

・カッコ内は自主撤去数（内数）

● ７６名 （京浜河川事務所等３０名、請負業者４６名）従事人数

【その他の関係者】

東京都職員 １名 蒲田警察署 ４名

横浜水上警察署 ３名

●今後の作業予定

5月21日(木)以降

行政及び簡易代執行対象物件の撤去・保管場所への移動

塵芥処理



工作物の撤去状況（陸上） 工作物（桟橋）の撤去状況

工作物（桟橋）の撤去状況 工作物（桟橋）の撤去状況

５月20日（水）の作業状況



（ ）多摩川 不法係留船等の撤去について 行政代執行

京浜河川事務所は、大田区羽田地先の多摩川の無秩序な係留を

是正するため、平成２１年５月１３日(水)から不法係留船舶・桟

橋等の撤去の行政代執行を行っています。

平成２１年５月２２日(金)の作業状況は、次のとおりです。

●代執行開始 ９：１５

作業終了 １５：４５

●作業概要 簡易代執行対象物件の撤去・保管場所への移動

塵芥処理

●代執行実施状況一覧

【行政代執行・簡易代執行】

表 代執行実施状況一覧

対象物件名 昨日までの実績 累 積 総 数 残 数本日の実績

船 舶 12（23)／４０ 12(24)／４０ ４／４００(１）／４０

14 (13)／２８ 15(13)／２８ ０／２８その他(工作物等) １(０) ／２８

注 ・分母は4月2日時点における撤去対象物件数を示す。）

・カッコ内は自主撤去数（内数）

● ８２名 （京浜河川事務所等３３名、請負業者４９名）従事人数

【その他の関係者】

大田区職員 延べ８名（午前５名 午後３名）

●今後の作業予定

5月25日(月)以降

行政及び簡易代執行対象物件の撤去・保管場所への移動

塵芥処理



塵芥処理の状況 塵芥処理の状況

塵芥処理の状況 工作物（桟橋）の撤去状況

５月22日（金）の作業状況



（ ）多摩川 不法係留船等の撤去について 行政代執行

京浜河川事務所は、大田区羽田地先の多摩川の無秩序な係留を

是正するため、平成２１年５月１３日(水)から不法係留船舶・桟

橋等の撤去の行政代執行を行っています。

平成２１年５月２５日(月)の作業状況は、次のとおりです。

●代執行開始 １３：００

作業終了 １６：４５

●作業概要 行政代執行対象物件の撤去・保管場所への移動

●代執行実施状況一覧

【行政代執行・簡易代執行】

表 代執行実施状況一覧

対象物件名 昨日までの実績 累 積 総 数 残 数本日の実績

船 舶 12（24)／４０ 13(24)／４０ ３／４０１(０）／４０

15 (13)／２８ 15(13)／２８ ０／２８その他(工作物等) ０(０) ／２８

注 ・分母は4月2日時点における撤去対象物件数を示す。）

・カッコ内は自主撤去数（内数）

● ５０名 （京浜河川事務所等１５名、請負業者３５名）従事人数

【その他の関係者】

●今後の作業予定

5月26日(火)以降

行政及び簡易代執行対象物件の撤去・保管場所への移動

塵芥処理



塵芥処理の状況 船舶の調査状況

船舶の撤去状況 船舶の撤去状況

５月25日（月）の作業状況



（ ）多摩川 不法係留船等の撤去について 行政代執行

京浜河川事務所は、大田区羽田地先の多摩川の無秩序な係留を

是正するため、平成２１年５月１３日(水)から不法係留船舶・桟

橋等の撤去の行政代執行を行っています。

平成２１年５月２７日(水)の作業状況は、次のとおりです。

なお、本日より大田区羽田地先での作業に加え、川崎市大師河原地区での簡易

代執行作業等に着手しました。

● １０：００代執行開始

１５：００作業終了

● 簡易代執行対象物件の撤去・保管場所への移動作業概要

塵芥処理

代執行実施状況一覧●

【行政代執行・簡易代執行】

表 代執行実施状況一覧

○羽田地区

対象物件名 昨日までの実績 累 積 総 数 残 数本日の実績

船 舶 13（24)／４０ 14(24)／４０ ２／４０１(０）／４０

15 (13)／２８ 15(13)／２８ ０／２８その他(工作物等) ０(０) ／２８

○大師河原・殿町地区

対象物件名 昨日までの実績 累 積 総 数 残 数本日の実績

船 舶 ０（０)／１４ ４(７)／１４ ３／１４４(７）／１４

０ (０)／１１ ０(０)／１１ １１／１１その他(工作物等) ０(０) ／１１

注 ・分母は4月2日時点における撤去対象物件数を示す。）

・カッコ内は自主撤去数（内数）

● ８５名 （京浜河川事務所等３５名、請負業者５０名）従事人数

【その他の関係者】

蒲田警察署 ２名

●今後の作業予定

5月28日(木)以降

行政及び簡易代執行対象物件の撤去・保管場所への移動

塵芥処理



船舶の調査状況 船舶の撤去状況

船舶の調査状況 船舶の撤去状況

５月27日（水）の作業状況



（ ）多摩川 不法係留船等の撤去について 行政代執行

京浜河川事務所は、大田区羽田地先の多摩川の無秩序な係留を

是正するため、平成２１年５月１３日(水)から不法係留船舶・桟

橋等の撤去の行政代執行を行っています。

平成２１年５月２８日(木)の作業状況は、次のとおりです。

なお、５月２７日（水）より大田区羽田地先での作業に加え、川崎市大師河原

・殿町地区での簡易代執行作業等を行っています。

● １０：００代執行開始

１４：３０作 業 終 了

● 行政代執行対象物件の撤去・保管場所への移動作 業 概 要

塵芥処理

代執行実施状況一覧●

【行政代執行・簡易代執行】

表 代執行実施状況一覧

○羽田地区

対象物件名 昨日までの実績 累 積 総 数 残 数本日の実績

船 舶 14（24)／４０ 15(24)／４０ １／４０１(０）／４０

15 (13)／２８ 15(13)／２８ ０／２８その他(工作物等) ０(０) ／２８

○大師河原・殿町地区

対象物件名 昨日までの実績 累 積 総 数 残 数本日の実績

船 舶 ０（０)／１４ ４(７)／１４ ３／１４４(７）／１４

０ (０)／１１ ０(０)／１１ １１／１１その他(工作物等) ０(０) ／１１

注 ・分母は4月2日時点における撤去対象物件数を示す。）

・カッコ内は自主撤去数（内数）

● ７１名 （京浜河川事務所等２８名、請負業者４３名）従事人数

【その他の関係者】

蒲田警察署 ２名

●今後の作業予定

5月29日(木)以降

行政及び簡易代執行対象物件の撤去・保管場所への移動

塵芥処理

現地調査



船舶の曳航状況 船舶の引き揚げ状況

船舶の引き揚げ状況 船舶付属物の撤去状況

５月28日（木）の作業状況



（ ）多摩川 不法係留船等の撤去について 行政代執行

京浜河川事務所は、大田区羽田地先の多摩川の無秩序な係留を

是正するため、平成２１年５月１３日(水)から不法係留船舶・桟

橋等の撤去の行政代執行を行っています。

平成２１年６月８日(月)の作業状況は、次のとおりです。

なお、本日より川崎市川崎区殿町三丁目地先での簡易代執行作業等に着手しま

した。

● ９：００代執行開始

１４：３０作 業 終 了

● 簡易代執行対象物件の撤去・保管場所への移動作 業 概 要

代執行実施状況一覧●

【行政代執行・簡易代執行】

表 代執行実施状況一覧

○羽田地区

対象物件名 昨日までの実績 累 積 総 数 残 数本日の実績

船 舶 15（24)／４０ 15(24)／４０ １／４００(０）／４０

15 (13)／２８ 15(13)／２８ ０／２８その他(工作物等) ０(０) ／２８

○大師河原・殿町地区

対象物件名 昨日までの実績 累 積 総 数 残 数本日の実績

船 舶 ４（７)／１４ ５(７)／１４ ２／１４１(０）／１４

0(0)[10]／11 0(0)[10]／11 0(0)[10]／11 １／１１その他(工作物等)

注 ・分母は4月2日時点における撤去対象物件数を示す。）

・ ）は自主撤去数（

・ ］は詳細な調査の結果、塵芥処理とした数［

● ２４名 （京浜河川事務所等１１名、請負業者１３名）従事人数

【その他の関係者】

●今後の作業予定

6月9日(火)以降

簡易代執行対象物件の撤去・保管場所への移動

塵芥処理



船舶の調査状況 船舶の調査状況

船舶の解体状況 船舶の解体状況

6月8日（月）の作業状況



（ ）多摩川 不法係留船等の撤去について 行政代執行

京浜河川事務所は、大田区羽田地先の多摩川の無秩序な係留を

是正するため、平成２１年５月１３日(水)から不法係留船舶・桟

橋等の撤去の行政代執行を行っています。

平成２１年６月９日(火)の作業状況は、次のとおりです。

なお、昨日より川崎市川崎区殿町三丁目地先での簡易代執行作業等に着手して

います。

● ９：１５代執行開始

１６：３５作 業 終 了

● 簡易代執行対象物件の撤去・保管場所への移動作 業 概 要

代執行実施状況一覧●

【行政代執行・簡易代執行】

表 代執行実施状況一覧

○羽田地区

対象物件名 昨日までの実績 累 積 総 数 残 数本日の実績

船 舶 15（24)／４０ 15(24)／４０ １／４００(０）／４０

15 (13)／２８ 15(13)／２８ ０／２８その他(工作物等) ０(０) ／２８

○大師河原・殿町地区

対象物件名 昨日までの実績 累 積 総 数 残 数本日の実績

船 舶 ５（７)／１４ ５(７)／１４ ２／１４０(０）／１４

0(0)[10]／11 1(0)[10]／11 1(0)[10]／11 ０／１１その他(工作物等)

注 ・分母は4月2日時点における撤去対象物件数を示す。）

・ ）は自主撤去数（

・ ］は詳細な調査の結果、塵芥処理とした数［

● ２８名 （京浜河川事務所等１５名、請負業者１３名）従事人数

【その他の関係者】

●今後の作業予定

6月10日(水)以降

簡易代執行対象物件の撤去・保管場所への移動

塵芥処理



工作物の調査状況 工作物の調査状況

工作物の解体状況 工作物の解体状況

6月9日（火）の作業状況



（ ）多摩川 不法係留船等の撤去について 行政代執行

京浜河川事務所は、大田区羽田地先の多摩川の無秩序な係留を

是正するため、平成２１年５月１３日(水)から不法係留船舶・桟

橋等の撤去の行政代執行を行っています。

平成２１年６月１０日(水)の作業状況は、次のとおりです。

なお、６月８日より川崎市川崎区殿町三丁目地先での簡易代執行作業等に着手

しています。

● １０：００代執行開始

１４：２５作 業 終 了

● 簡易代執行対象物件の撤去・保管場所への移動作 業 概 要

代執行実施状況一覧●

【行政代執行・簡易代執行】

表 代執行実施状況一覧

○羽田地区

対象物件名 昨日までの実績 累 積 総 数 残 数本日の実績

船 舶 15（24)／４０ 15(24)／４０ １／４００(０）／４０

15 (13)／２８ 15(13)／２８ ０／２８その他(工作物等) ０(０) ／２８

○大師河原・殿町地区

対象物件名 昨日までの実績 累 積 総 数 残 数本日の実績

船 舶 ５（７)／１４ ７(７)／１４ ０／１４２(０）／１４

1(0)[10]／11 0(0)[10]／11 1(0)[10]／11 ０／１１その他(工作物等)

注 ・分母は4月2日時点における撤去対象物件数を示す。）

・ ）は自主撤去数（

・ ］は詳細な調査の結果、塵芥処理とした数［

● ２３名 （京浜河川事務所等１３名、請負業者１０名）従事人数

【その他の関係者】

●今後の作業予定

6月11日(木)以降

塵芥処理



船舶の調査状況 船舶の運搬状況

船舶の調査状況 船舶の運搬状況

6月10日（水）の作業状況
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